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第Ⅱ章 現状整理 

１ 自転車交通の現状 

(1) 自転車利用状況 

ア 自転車利用の割合 

  盛岡市に居住する人の移動における自転車利用は，全目的において約 14.5％と

なっています。目的別では，通学目的における自転車利用割合が高くなっていま

す。 

 

 
 

   イ 自転車の流動方向 

     通勤時における自転車利用の 

流動をみると，各居住地と中心 

市街地との流動が多くなってい 

    ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：H18盛岡市街路交通調査 
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（トリップ／日）
　１００～１９９

凡　　　　　　例

　５００～９９９

１,０００以上　　

　２００～２９９

　３００～４９９

通勤目的自転車流動 
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通学目的自転車流動 

Ｈ18盛岡市街路交通調査 

     通学時における自転車利用の 

流動をみると，黒石野・上田間 

においては流動が多く見られま 

すが，その他の区間においては， 

多方面に分散しており，主だっ 

た流動は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ 時間帯別目的別自転車利用状況 

     時間帯別目的別自転車利用状況をみると，7時から 9時までの時間帯が，一番

トリップ数が多くなっており，その目的は通勤通学がほとんどを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トリップ／日）
　１００～１９９

凡　　　　　　例

　５００～９９９

１,０００以上　　

　２００～２９９

　３００～４９９

時間帯別目的別自転車利用数 
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   エ 鉄道駅別通勤通学端末交通手段 

     通勤通学時における鉄道駅降車後の交通手段をみると，通学時においては自転

車を利用している人が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅別通勤端末交通手段構成比 

鉄道駅別通学端末交通手段構成比 

（トリップ/日） 

資料：H18盛岡市街路交通調査 

通勤 

通学 
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   オ 自転車通勤・通学ルート調査 

市役所本庁舎勤務の自転車通勤者に対し，通勤ルートの聞き取り調査を実施。

回答者数は 119名。調査結果をみると，中心部及び主な居住地から中心部に向か

う幹線道路において，利用者が多くなっています。 

仙北町駅 
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郊外部の高校を対象として，鉄道駅から学校までの主要な通学ルートを担当教

諭から聞き取り調査を実施。調査結果をみると，特定の路線を利用していますが，

学校によっては，いくつかの路線に分散して通学しています。 

仙北町駅 
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   カ 自転車交通量調査 

     市内の主要交差点 40 地点において交通量調査を実施。調査時間は午前 7～9 時。

調査結果をみると，中心部における主要な路線は，どの路線においても交通量が

多くなっています。一方，国道４号線等の環状道路においては，比較的交通量が

少なくなっています。 

※平成 20年度に実施した調査結果も併せて表示

仙北町駅 
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 (2) 自転車事故の状況 

   ①盛岡市の事故状況 

ア 自転車事故発生箇所調査 

盛岡市内で平成 21～25年の午前 7～9時に発生した自転車事故発生箇所を岩手

県警察より聞き取り調査を実施（事故発生件数：263件）。自転車事故発生箇所

調査における人身事故データを集計すると下記のとおりとなります。 

事故発生箇所の道路形状は，交差点又は交差点付近が 65％を占めており，また，

事故類型は，出会い頭の事故が 60％を占めています。 

     事故直前の自転車走行状況をみると，車道左側通行の基本ルールを守って走行

していた人が 30％弱，基本ルールを守っていない人が 65％弱となっています。ま

た，基本ルールを守っていない自転車の事故状況をみると，基本ルールを守って

いた自転車と比べ，路外施設進入進出時の事故が多くなっています。 
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通勤通学時間帯における自転車事故発生箇所調査結果をみると，通勤通学ルー

トとなっているところと事故が発生しているところが多く重なっています。また，

交通量が多いところほど，事故が多い傾向があります。 

仙北町駅 
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通勤通学時間帯における自転車事故直前の自転車走行状況をみると，車道左側

通行の基本ルールを守って走行していた自転車事故発生箇所は，生活道路におい

て発生しているところが多く，基本ルールを守っていない自転車の事故発生箇所

は，幹線道路において多く発生しています。   

仙北町駅 
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交通事故総合分析センター資料より 

交通事故総合分析センター資料より 

②全国的な事故の傾向 

    死傷事故件数は，年々減少していますが，死傷事故件数に対する自転車事故件数

の割合は，年々増加しています。また，自転車対歩行者の事故件数も増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車事故件数と構成率の推移 

自転車と歩行者の事故件数の推移 
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交通事故総合分析センター資料より 

交通事故総合分析センター資料より 

自転車事故相手をみると，自動車が８割以上を占め，信号が無い交差点における

出会い頭の事故が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車事故の当事者組合せ構成率（H23） 

事故類型別・発生場所別に見た死傷事故件数（H23） 
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交通事故総合分析センター資料より 

    無信号交差点における自転車対自動車の行動類型別死傷事故件数をみると，自転

車直進時対自動車直進時又は発進時の事故が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無信号交差点における各当事者の行動類型別に見た死傷事故件数（H19～H23） 
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 中心部拡大図 
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Ⅰ-1 

Ⅰ-2 

Ⅰ-3 

Ⅰ-4 

Ⅰ-11 

Ⅰ-5 

Ⅰ-6 

Ⅰ-7 

Ⅰ-8 

Ⅰ-9 

Ⅱ-7 

Ⅱ-1 

Ⅱ-2 

Ⅱ-4 

Ⅱ-5 

Ⅱ-6 

盛岡南公園 

Ⅰ-12 

Ⅰ-10 

Ⅱ-3 

 凡  例（太線：４車線，細線：２車線） 

項      目 識 別 

整 備 済 区 間 

（平成 21 年度末） 
 

事業中区間  
優先整備区間 

新規着手区間  
他事業により事業認可等を 

受けている区間 
 

歩道有 

(片側以上) 

 未整備路線で 

２車線道路として 

利用されている現道 歩道未整備  

都市計画道路以外の主な現道  

東 北 自 動 車 道  

土地区画整理事業区域  

 

(3) 道路整備状況 

   ア 都市計画道路の整備状況 

     都市計画道路の整備状況は，下図のとおりとなっており，整備率は，平成 25年

度末時点で 60％強となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

都市計画道路整備プログラム 
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   イ 自転車走行空間の整備状況 

     本市における自転車走行空間の整備は，昭和 50年頃から外山川自転車道の整備

などを行っていますが，歩行者と自転車との分離を目的とした整備は，平成 19年

のＮＰＯによる社会実験（清水町）からであり，中心商業地及び盛岡駅西口地区

を中心に，整備手法の試行錯誤を重ねながら整備を図ってきました。 

県においては，盛岡矢巾自転車道が御所湖広域公園から矢巾町西徳田までの全

長 30.2ｋｍの整備がなされています。国においては，国道 46号西バイパスの整

備に合わせ，歩道区分による空間確保や自転車道の整備がなされています。 

国，県，市共に自転車走行空間の整備を進めてきていますが，盛岡市において

は，自転車走行空間がほとんど確保されていない状況です。 

 

仙北町駅 
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(4) 自転車走行空間整備の取り組み状況 

   ア 自転車通行環境整備モデル地区（盛岡駅西口地区） 

     平成 19年度に国土交通省と警察庁が合同で募集した，今後の自転車通行環境整

備のモデルとなる地区に，盛岡駅西口地区が選ばれ，道路状況に応じた自転車走

行空間の整備や交通指導強化を行いました。 

 

実施主体：岩手河川国道事務所，岩手県，岩手県警察署及び盛岡市 

実施内容： 
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イ 自転車利用促進社会実験 

盛岡市では，自転車走行空間の整備手法の検討や整備効果を把握するために，

平成 20年度に社会実験を実施しています。 

市の中心部において，既設道路の路肩部分をカラー化し，自転車が走行する場

所の視認性を高めることにより，自転車及びその他の交通の安全性の向上効果を

検討しました。 

 

実験の視点 

車道における自転車の走行環境の改善により，車道走行への誘導を目的とす

る。 

・路肩のカラー化による視認性の向上 

・矢印とマークによる自転車走行位置と走行方向の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

東大通り整備状況 

整備前 整備後 

社会実験実施箇所 
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路肩のカラー化の効果を把握するため，整備前後において自転車等の走行位置

の調査を実施しています。 

調査結果をみると，路肩のカラー化により，歩道を走行する自転車は，減少し

ています。また，路肩を走行する自動車も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路肩のカラー化により，自転車の走行位置については一定の効果がみられまし

たが，自転車の走行方向については，右側通行（逆走）が増加し，今後の課題が

浮き彫りになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備前後の自転車走行位置の変化 

整備前後の自動車等の走行位置の変化 

自転車の逆走状況 整備前後の右側通行(逆走)台数の変化 

（逆走） 
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  ウ 平成 26年度大通り整備 

平成 20年度の社会実験では，路肩のカラー化により，自転車の車道通行に一定

の効果がありましたが，自転車の通行方向の誘導が課題となりました。 

そこで，大通りにおいて矢羽の形状による自転車走行空間の整備を行い，その

効果を検証しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会実験前から平成 26年度整備後の調査結果をみると，徐々に車道順走の割合

が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会実験後 平成 26年度整備後 

大通り整備状況 
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また，逆走の違反率をみると，社会実験・整備ごとに減少しており，その都度

効果が得られています。 
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   エ 自転車走行空間整備計画 

平成 21年度には，自転車利用を促進するため，安全で快適な自転車走行空間の

ネットワーク形成を図り，市中心部における自転車走行空間の整備計画を立案す

ることを目的として，自転車走行空間整備計画を策定しています。 

この計画では，主要な方向の路線をモデル路線（下記①～③）とし，自転車走

行空間の整備手法を検討しています。 

 

①上田線 盛岡三高から市中心部まで（L=3.2km） 

②仙北線 南仙北三丁目から市中心部まで（L=2.3km） 

③中央通 梨木町から盛岡市役所（L=0.9km） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備手法検討対象路線 
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＜自転車走行空間の要件＞ ＜整備手法の基本的事項＞ 

ア 自転車走行空間が，他の交

通と分離されていること 

イ 自転車走行空間が，交差点

を含め連続していること 

ウ 自転車走行空間の幅が，十

分確保されていること 

エ 自転車の走行面は，平坦性

が保たれ，滑りにくいこと 

 

走行場所は路肩とし，ブルーに着色する 

幅員は，1.5m を標準とする 

幅員は，交通量，大型車の混入割合及び

道路の線形・勾配等を勘案して 1.0m～

2.0ｍの範囲で定めるものとする 

走行方向を示す矢印や自転車マーク等を

路面に標示する 

オ 自転車走行空間の視認性が

高いこと 

カ 自転車は，単一通行である

こと 

本計画では，自転車が安全で快適に移動できるような自転車走行空間の要件を

整理し，基本的整備手法を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，自転車走行空間の整備手法をまとめると，次ページのとおりとなって

おり，単路部における確保すべきレーン幅やレーン幅を確保するための手法に

ついて整理しています。なお，次の項目については，継続課題になっています。 

 

■最小幅員を確保できない場合の暫定整備手法の検討 

   車道部を自動車と共有するため，自転車が走行する場所であることをそ

れぞれのドライバーが認識できるような路面標示の方法を検討する。 

 ■交差点部の検討 

   交差点内おける自動車又は歩行者との混在を解消し，安全に通過できる

構造と誘導策を検討する。 

 ■バス停留施設部の検討 

バスとの交錯やバスの乗降客者との交錯を回避した構造と誘導策を検討

する。 

 ■路面標示等誘導方法の検討 

   単路部における逆走（進行方向の右側通行）を防止する誘導の路面標示，

交差点等の特殊部における誘導の路面表示の検討 
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自転車走行空間整備計画における自転車走行空間整備手法 

 

 

単路部の検討 

①側溝の平坦性確保 

※排水施設をﾚｰﾝに

含める場合，側溝

やｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋を改

修する 

③拡幅の検討 

交通量・大型の有無 車線数・車線幅 道路の線形・勾配等 

レーン幅の仮設定 

レーンの設置位置の検討 

当該路線の整備計画 

レーンの設置位置の確定 

路面標示等誘導方法検討 

②構造の変更の検討 

・植樹帯の撤去 

・車線幅員の縮小 

・右折ﾚｰﾝの削除 

・歩道幅員の縮小 

交差点部の検討 

自転車走行空間の検討 

ﾊﾞｽ停留施設部の検討 

レーン幅の検討 

歩道幅員縮小の考え方 

路上施設がある場合→2.5ｍ 

その他の場合→2.0ｍ 

※歩行者交通量等勘案し，

部分的に 2.0ｍまで縮小

することができるものと

する 

車線幅員縮小の考え方 

構造令に即する 

4種 2，3級→3.0ｍ 

標準 1.5ｍ，最低 1.0ｍ 

交通量，車線幅等を考慮して

2.0ｍも選択 

 

④最小幅員 W=1.0 を確

保できない場合の暫定手

法の検討 

(案)外側線をまた

いで着色し，レー

ンの連続性を保つ 

 継続課題 

 細則 
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   オ 盛岡市道路の構造の一般的技術的基準を定める条例の制定 

     盛岡市では，道路法第 30条の改正に伴い，盛岡市道路の構造の一般的技術的基

準を定める条例を制定しています。この条例の中で，自転車走行空間整備計画に

おいて検討された自転車走行空間の整備基準を独自基準として設けています。 

 

 

独自基準の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独自基準のイメージ図 
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●平日朝夕の通勤通学による渋滞を緩和するため，自動車は我慢，自転車や公共

交通を優先 

●冬季の自転車利用については，公共交通への転換を進める。 

●既存の道路において，道路空間を再配分し，自転車の走行空間を確保する。 

歩行者自転車優先エリア 

２ 自転車ネットワーク計画における上位計画及び全国的な取り組み 

 (1)市総合計画及び市総合交通計画 

   盛岡市では，増加する自動車交通や人口減少，少子高齢化，国を始めとした行財政

構造改革などの社会経済情勢の変化や，公共交通機関や自転車の利用促進などによる

運輸・交通分野での二酸化炭素排出量の低減といった責務を踏まえ，平成 19年度策

定の盛岡市総合交通計画において『マイカー利用を抑制しつつ公共交通機関・自転車

の利用促進を図る』という大きな方針を打ち出しています。 

 

   本計画では，時間帯・季節別による４つ（平日朝夕・平日日中・休日日中・冬季）

の盛岡の交通の将来像を示しており，各交通の具体的な取り組み内容を示しています。 

   自転車に関する主な方針は，下記のとおり。また，大通り，菜園地区においては，

車を気にしないで安心・快適に歩行者と自転車が移動できる空間を確保するため，歩

行者・自転車を優先するエリアを設定しています。 
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自転車の位置付け 

●盛岡市民が誰でも気軽に利用できる交通手段 

 

施策の基本的考え方 

●誰もが気軽に利用しやすい環境を整える。 

●自転車を利用する人に，車両を運転しているという自覚を持ってもらう。 

(2) 盛岡市自転車の安全と利用促進に関する計画 

   本計画では，交通手段としての自転車の位置付けを明確にしています。 
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自転車条例抜粋 

各機関の果たすべき役割 

(3)盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例 

本条例では，安全な自転車利用促進を図るために行政，事業者等及び自転車利用者

の努力義務としての責務を位置付けています。 

   なお，市長の果たすべき役割を，自転車走行環境の整備と定めています。 
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国土交通省資料より 

(4)安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

   ア ガイドライン策定の背景 

昭和 40年代，モータリゼーションの進展に伴い，交通事故は急増したが，対策

として，自転車歩行者道の整備や普通自転車歩道通行可の交通規制により，自転

車と自動車の分離を図った。しかし，近年では特に歩行者と自転車の交通事故の

増加割合が著しく，自転車が歩行者の安全な通行の妨げとなっている。一方で，

自転車乗務中の事故も少なくなく，自転車の安全な通行が確保されているとは言

えない状況であり，安全な自転車走行空間の不足や自転車利用者のマナーの悪さ

等が，その一因であると考えられており，歩行者・自転車の安全な通行の確保が

求められています。 

このような状況の中，道路空間における自転車利用環境の整備の必要性は急速

に高まってきています。 

 

イ ガイドラインの概要 

  策定年度 平成 24年度 

  策定目的 各地域において，道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク

計画の作成やその整備，通行ルールの徹底等を進められるよう策定 

  策定内容 ネットワーク計画の作成手法やその整備手法及びソフト面の取り組

みについても紹介 

 

      

 


